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プレゼンテーションのノート
今日説明させていただく内容です。



１．河川整備学識者懇談会における
意見と河川整備計画（案）
への反映について
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3

懇談会意見 河川整備計画（案）への反映状況

風間委員

・ハザードマップの活用を強力に推進してほしい。例えば，災害危険
区域の指定なども検討してはどうか。
＜第1回懇談会＞

本文ｐ.41
市町が作成するハザードマップ作成の基礎資料となる浸水想定区域図の作成

(本文ｐ.42)に加え，簡易型河川監視カメラ，危機管理型水位計の設置，
県の河川流域情報システム（ＭＩＲＡＩ）の機能拡充などを本文に内容を
追加しました。

・鳴瀬川水系渇水連絡調整会を実施しているのであれば、利水の
現状の記録になるため、それを記載してはどうか。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.19
「また、近年水量が減少した場合については、関係機関において鳴瀬川水系渇
水情報連絡会を実施している」と追記しました。

・渋井川の左岸で田んぼダムの取り組みが試験的に行われているが、
そういった取り組みを書いてみてはどうか？＜第2回懇談会＞

本文ｐ.44
田んぼダムについて、事例として本文に追記しました。

・維持管理について、地元と協働して管理しているということにもなるの
で、そういった内容を記載してはどうか。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.26
「関係自治体、地元住民及び利活用団体と連携・協調しながら河川環境作り
の実施」と変更しました。

【第１回河川整備学識者懇談会】
●開催日時 ： 令和２年10月30日(金) 10：00～12：00
●開催場所 ： 本町分庁舎 漁信基ビル702会議室
【第２回河川整備学識者懇談会】
●開催日時 ： 令和２年12月24日(木) 13：30～15：00
●開催場所 ： 宮城県庁2階 第２入札室

（１） 各意見の反映状況①



4

懇談会意見 河川整備計画（案）への反映状況

江成委員

・ 雨水排除について，市町村の下水道部局と連携を図りながら対
策を検討してほしい。＜第1回懇談会＞

本文ｐ.44
流域治水の推進の中で取り組むよう，「河川・下水道管理者等による治水に
加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域全体
で行う治水「流域治水」を推進していく。」と変更しました。

・市町村毎に汚水対策がどうなっているか整理するとよい。
＜第1回懇談会＞

本文p.10，23
下水道の整備状況や水質の変化について，内容を追加しました。

・水質事故の原因によって対策が異なるので、そこまで踏み込んでい
るのか＜第2回懇談会＞

本文ｐ.39
「流域の特性や水質事故の原因により対策が異なることに留意し水質事故防
止に向けた住民への啓発活動の強化と事故発生時の被害軽減体制を維持す
るとともに」と変更しました。

郷古委員

・ 無堤区間の流下能力向上，流域治水，堤防機能強化等を
組み合わせて，被害を最小化する方向は理解できる。
＜第1回懇談会＞

本文ｐ.44
様々な施策の組み合わせにより，治水対策を進めることにしており，流域治水
として本文に内容を追加しました。

・ 多田川の流域には流域内に多くのため池があるため，治水に利
用できないか検討してほしい。＜第1回懇談会＞

本文ｐ.44
防災ため池の活用などについては，流域治水の取組としても重要であると考え
ているため，本文に内容を追加しました。

・多田川圏域概要資料P.４ 利水の目標に関して、他の河川と表
現が異なっているが、先ほどの説明を踏まえると“・・・設定を検討して
いく”という表現にしてはどうか。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.28
「動植物の保護や水質の保持等について必要な調査・検討を行う。」と変更しま
した。

（１） 各意見の反映状況②
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懇談会意見 河川整備計画（案）への反映状況

郷古委員

・多田川圏域P.14 渇水時連絡調整会議との記載があるが、利水
者間(農業関係、水道事業者、民間事業者など)で構成された利
水委員会がありそこで調整している流域もあることから、利水委員会
を入れてみてはどうか。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.37
「渇水連絡調整会議や利水者間（農業関係、水道事業者、民間事業者な
ど）で構成された利水委員会の開催等により、利水関係者間の水理調整を円
滑に推進する等のほか必要があった場合には、関係機関と調整を図りながら、合
理的な水利用となるよう対応する。」と変更しました。

平吹委員
・何度も同じ被害を受けていると感じている。流域治水などの取組を
入れて対策を進めてほしい。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.44
流域治水の内容について本文に内容を追加しました。

・計画横断図の模式図について、自然環境になじむように平坦にせ
ずある程度現況を生かした方が良い。＜第2回懇談会＞

本文ｐ.33～ｐ.35
横断図を修正しました。

・「啓蒙」ではなく「啓発」とすべき。＜第2回懇談会＞ 本文ｐ.39
「啓発」に修正しました。

（１） 各意見の反映状況③



２．関係機関からの意見と整備計画へ
の反映について
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（１） 関係機関からの意見への反映状況①

関連機関意見 河川整備計画（案）への反映状況

宮城県 食と暮らしの安全推進課
記載のある上水道普及率は，水道事業体単位
のものであることから，市町村単位での普及率を指
す場合は修正が必要。

本文ｐ.10
表現を「普及状況」に修正しました。

宮城県 文化財課
「名生(みょう)館官(だてかん)衙(が)遺跡」のルビ位
置の修正。

本文ｐ.12
遺跡名称のルビについて，修正しました。

宮城県 文化財課
国指定史跡及び名勝の追加

本文ｐ.13
国指定史跡及び名勝について，追加しました。

宮城県 環境対策課
「水質調査により環境基準の達成状況を把握し、
～対応策を検討する。」との記載について、当課で
は多田川に測定地点はなく、通常多田川では測
定を行っていませんが、この記載で問題ない。

本文ｐ.39
隣接河川において実施している水質調査を結果を踏まえな
がら対応していきます。

宮城県 農村振興課
『表４多田川流域の許可水利権一覧』について，
各取水施設の慣行水利権が法定化されたこと等
に伴い，内容を修正されたい。

本文ｐ.19
許可水利権一覧について，修正しました。
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３．パブリックコメントの実施
及び結果について



（１）パブリックコメント実施状況

9

●公表資料： 一級河川鳴瀬川水系多田川圏域河川整備計画（変更素案），概要版
●意見募集期間： 令和2年12月25日(金)～令和3年1月26日(火)
●意見の提出方法： 郵送，電子メール，FAX，ご意見ポスト(意見箱)
●計画案の公表場所： 宮城県河川課ホームページ，本庁県政情報センター，
各地方振興事務所県政情報コーナー，河川課，北部土木事務所，大崎市，加美町

北部土木事務所ご意見ポスト

加美町大崎市

意見箱設置状況
県ホームページによる周知状況



（２）パブリックコメント実施結果
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●パブリックコメントでの意見：なし

利用に関するもの なし
パブリック
コメント
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４．地域の方々の意見を聴く会の
実施及び結果について



（１）地域の方々の意見を聴く会 開催状況

12

●開催日時
〔大崎市〕
令和3年1月19日(火) 午後6時～(中止)
令和3年2月2日(火) 午後6時～
〔加美町〕
令和3年1月20日(水) 午後6時～
●開催場所
〔大崎市〕
大崎市役所 大会議室(1/19)
大崎合同庁舎 大会議室(2/2)
〔加美町〕
中新田公民館 大ホール(1/20)
●説明内容
一級河川鳴瀬川水系
多田川圏域河川整備計画(変更素案)
●開催周知
・広報（全戸配布：1月号）
・宮城県河川課HP 広報誌による周知状況

（大崎市広報誌）



（２）地域の方々の意見を聴く会 開催結果
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●参加者 11名
●日 時 令和3年1月20日(水) 午後６時～
●場 所 中新田公民館 大ホール

●意見を聴く会での意見：11名から26件

治水に関するもの 15件，環境に関するもの 0件，
利用に関するもの 2件，維持管理に関するもの 4件，
その他 5件

地域の方々
の意見を
聴く会

（内容が複合する場合は複数カウント）



（２）地域の方々の意見を聴く会 開催結果
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●参加者 ４名
●日 時 令和3年2月2日(火) 午後６時～
●場 所 大崎合同庁舎 大会議室

●意見を聴く会での意見：２名から8件

治水に関するもの ２件，環境に関するもの ０件，
利用に関するもの ０件，維持管理に関するもの ２件，
その他 ４件

地域の方々
の意見を
聴く会

（内容が複合する場合は複数カウント）



（３）地域の方々の意見を聴く会 意見
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●意見を聴く会での意見（大崎市） 2名から８件

意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

多田川と名蓋川の合流地点に水位計をつけてもらっ
たが、結果はどこで見れるのか。

インターネットの河川流域情報システムMIRAIで見ることができ
ます。個人のスマートフォンでカメラがついていれば画像を見たり、
アラームメールも登録することができます。
（関連：本文p.41）

維持管理

●意見を聴く会での意見（加美町） 11名から26件

意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

利水の調整内容について農村農業整備部と連携し
た計画なのか。

計画を作るにあたっては庁内の関係機関に意見照会し、情報
交換などを行い、連携しています。
（関連：本文p.37）利水



御清聴ありがとうございました



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（1/8）
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●意見を聴く会での意見（大崎市） 2名から8件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

整備計画流量図のＰと×マークとは何か。 Pは排水機場、×は水門を示しています。

整備計画流量図の流量の値とは。 10年に一度の雨が降った時に河川にどのくらいの量を担うの
かを意味しています。単位はm3/s。

多田川の整備進捗率は？
上流の整備計画は示されていない。
工事期間は？

多田川の整備区間整備区間4.3ｋｍについては今回変更
ありません。期間については多田川は30年間実施する内容
です。いつから着手するかは明示されておらず、実際に工事
する段階で説明会等をすることとなります。当面は右岸中心
に順番にやっていくことになります。

県と市からの補助で年一回除草作業をしている。
高齢化ということもあり、人手不足である。
鳴瀬川は年に何度かあるが、支川となると年一回では
足りない。他の環境保全活動についても地域で協力し
て活動している。河川管理という点においても、予算を
計上していただきたい。
(古川の河川愛護会からの要望)

直轄河川は年二回が標準。出水期前に一度、秋口に一度
です。県管理河川は年に一回であり、予算確保は現状難し
くなっております。
支障木伐採について阻害率2割を超えるものは刈るとしてい
ます。支障木は放置すると点検等に支障をきたすので、管理
の中で取り組んでいきます。堤防除草について引き続きご協
力願いたい。

その他

維持管理

治水

その他



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（2/8）
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●意見を聴く会での意見（大崎市） 2名から8件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

大江川捷水路とは何か。
古い大江川に対して、区画整理で通している新しい河川の
ことで、親水公園が遊水地になっています。普段は公園です
が、洪水時に水を入れて調整する機能があります。

多田川と名蓋川の合流地点に水位計をつけてもらった
が、結果はどこで見れるのか。
よくわからないので川を見に行ってしまう。

矢目の水位計はインターネットの河川流域情報システムMIR
AIで見ることができます。個人のスマートフォンでカメラがつい
ていれば画像を見たり、アラームメールも登録することができま
す。また、国でやっている川の水位情報というホームページで
も見ることができるので活用して欲しいです。
インターネット上の防災情報は県で情報提供してるものもあ
るのでわかりやすいと思いますしNHKのデータ放送でも見るこ
とができます。
雨が降って現地を見に行くのは一番危ない行動なので、安
全な場所で確認して欲しいです。

未施工の部分の施工漏れがないようにお願いしたい
順番に行ってはいるが、未施工の部分については中抜けの部
分の工事を発注している段階です。
もう少しお待ちいただきたい。

その他

治水

その他



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（3/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町） 11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

境堀川の国道347号と交差するところから1~２km
いったところの維持管理区間の中の草が腰のあたりま
で育っている。入るわけにもいかないので早く撤去して
ほしい。堤防が破損してひらやなぎ地区に溢れ出た
経緯がある。

河川維持管理計画により県が計画的に除草してきます。

堤防の草を年一回地域住民が刈っている。刈った直
後は良いが、その後は伸び放題である。機械を借りら
れないか。

多田川改修方法についての回答現在、東北道~県道のあた
りを計画的に進めている。その都度、住民説明会を開催するの
で、工事の中身や、進捗、順番を聞いてほしい。

多田川橋～平田橋の約1,000mくらいの間の堤防
について、沈んでしまっている。えぐられている部分もあ
るため、町でも緊急に直しているようだが、早くしてほ
しい。

堤防点検、河川巡視を行う度に、見つけたら埋めていくというこ
とを順次やっていっている。程度にもよるが、穴が大きいものにつ
いては維持管理業者、北部土木事務所に伝えてほしい。

維持管理

維持管理

治水



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（4/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町）11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

工事計画に対して、どのくらいの進捗率なのか。
県全体の進捗率について、計画が必要な河川のうち４割弱が
整備済。河川の整備にはとても時間がかかるため進捗率の数
値的にはあまり上がっていかない。

名蓋川の破堤で、現在の名蓋川は２か所で工事し
ているが、連続した形になると認識しているがどうか。

名蓋川の破堤について、災害時は最優先で直していく。堤防
強化の整備も、連続した形になる計画で、下流から順次行っ
ていく。

長堀川について工事が進んでないのではないか。
長堀川については、現在の計画には含まれていないが、本川か
らの逆流を防ぐための整備なので、多田川の整備から順に進め
ていくことになる。災害時はすぐに直していく必要があるので申し
出いただきたい。

その他

治水

治水



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（5/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町）11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

渋井川と多田川・長堀川の中間に位置していて、台
風時に水が抜けない地域である。堀と被害地区の水
位が同じになる被害があった。農村農業整備部と連
携した計画であるなら、検討してほしい。

堅堀（たちぼり）については要望をいただいている。今後の道
路改良で断面を二倍位に広げる予定である。現地特有の課
題があるため、関係機関と日程調整し合同現地調査を行い,
今後検討したい。

河川整備計画の中で渋井川に水門を設置とあるが、
多田川がいっぱいになった時の水門の対応について

もともと整備計画にあった水門の整備が終わってから、排水機
場の整備となる。多田川の水位が上がってきた場合の水門の
運用はこれからの検討である。本格運用は水門と排水機場の
両方の整備が終わってからとなる。

渋井川にかかっている内出橋のあたりは工事の未着
手区間であるがこれから計画に入ると説明があったが
これについて

渋井川は台風によって破堤した場所があるので、堤防強化の
工事を順次行っている。渋井川上流の東北自動車道付近を
先に着手してきたので、内出橋付近が残された形になってはい
るが、堤防強化の工事は引き続き行っていく。その際にその都
度、説明会を行う予定である。

治水

治水

治水



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（6/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町） 11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

多田川の上流に住んでいるが、昨年の台風で山崩
れが起こった。農業用水をひいているので、土砂を重
機が入れないところなのでスコップでかきだした。整備
計画では上流のほうも入っているが30年くらいかかっ
てしまうため、早く調査等してほしい。

計画に基づいてやっていくということではあるが、緊急的にやって
ほしい場所がある場合、役場を通じてまたは直接土木事務所
にお知らせ願いたい。

先ほど、土木事務所で堤防の除草機械の貸し出し
も行っているという話があったが、費用負担はあるのか。
私の場合は、多田川の上流の堤防をリースで借りて
刈っている。

土木事務所で貸し出しをしている機械については、3台ある。
ただ、貸し出しには河川愛護委員会やスマイルリバーの方々を
対象としている。費用については無料、燃料は満タンで貸して
おり使い切ってもよいため、活用してほしい。

機械返却時に、機械についているハンマーナイフの交
換費用はどうするのか

貸し出し中の破損については事務所負担。他の団体との貸し
出し時期を調整して、空いてる時期などに貸し出しできるように
土木事務所に相談してほしい。スマイルリバーという団体にはす
ぐ登録ができるので、活用してほしい。

利水

維持管理

維持管理



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（7/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町） 11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

名蓋川の整備計画区間について距離と計画内容に
ついての説明を求む

名蓋川の計画は、基本的には堤防を腹付けしていく整備方法で
ある。施工場所は多田川合流点から国道347号までの4.1km
である。

長堀川について排水機場がある一級河川であるのに
なぜ河川改修しないのか

長堀川についてなぜ河川改修にならないのか元々は整備計画
の前の全体計画では対象の流量を決めて整備の計画が作ら
れたが、排水機場の整備記録がどのくらいまで進んでいたのか
を調べる必要がある。

渋井川の水門設置について名蓋川の影響はないの
か。再三決壊しているのでまた決壊するのではないか。

渋井川の整備による名蓋川の排水の影響について計画を立
てる段階で、水位や断面の条件を調べた上で流せるポンプの
規模やどういったタイミングで運用できるか検討している。多田
川本川のHWを超えることがないように整備を進めていく。その
ため、背水の影響がないように整備を進めていく。

その他

治水

治水



（参考）地域の方々の意見を聴く会 意見（8/8）
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●意見を聴く会での意見（加美町） 11名から26件
意見・提言の内容（要旨） 宮城県の考え方

大江川について床上浸水対策特別緊急事業という
ものがあるがどういうものなのか

大江川の床上浸水対策について大崎市の土地区画整備事
業に合わせて整備を進めていく。捷水路については下流から整
備が進み、現在はJRのあたりである。上流の旧河川に分岐す
るところも現在整備中である。浸水被害のあった地域は緊急
対策事業である。すでに遊水地も整備済みであり、捷水路に
ついては間もなく完成の見込みである。

長堀川について国道4号線から排水機場までの間は
かなりの川幅があり、十分な流量があると思うが、洪
水で増水した場合に多田川の上流側では満水だが、
ポンプの近くは水かさがなく、押し出す力がないように
見える。勾配の関係もあるようだが、再度測量等して
もらい、排水してもらいたい。多田川、名蓋川が決壊
すると、長堀川に流れて浸水の危険があるため。

長堀川について河川整備計画にそって計画的な改修を進めて
いく。維持管理については県の管轄であるため、土砂や木の撤
去等、随時対応していく。

県のHPに載っている、H27.6の河川整備計画と今
回の変更案とはリンクしているのか

今回は多田川に特化した部分として、公聴会の意見、学識者
の意見、今のパブリックコメントを踏まえて計画を見直していきた
い。その他

治水

治水
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